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塩田地域協議会では、３つの専門委員会を設け、それぞれのテーマについ

て調査・研究を行ってまいりました。去る１月１４日、これらの各専門委員

会がまとめた３通の意見書を、直接、市長に提出しました。

当日は、協議会委員９名が同席したほか、提言に関係する市の部課長方も

同席され、内容について綿密な意見交換を行うことができました。

災害時に生かされる福祉ネットワークの構築について

当地域協議会では、第二次上田市地域福祉計画において地域住民が主体となって取り組むべ

きとしている「小地域福祉ネットワーク」について調査、研究を行ってきました。

昨年７月に行った塩田地域のアンケート調査などから、ネットワークを構築している自治

会、上田市地域防災計画において定められている災害時要援護者名簿が整備されている自治会

は、ともに少数であることが判ってきました。

これらの課題について、次のとおり提言します。

記

１ 小地域福祉ネットワークの構築に向けた具体的な推進について

回覧が回る、以前の伍軒組合のような単位で、実際に要援護者への声掛け・見守り・支援

を行う小グループを自治会内に構築し、自治会が当該グループを結ぶネットワークの要とな

るような手法を推奨するなど、災害時に生かされる情報の蓄積につながる具体的なしくみづ

くりを推進すべきです。

２ 災害時要援護者登録制度の実効性ある運用について

現在の災害時要援護者登録制度は、情報不足から、制度自体が住民によく理解されていな

いのが最大の課題ですが、マップ作成までに時間がかかること、個人情報開示の同意が得ら

れなかった方の扱い、マップの定期的な見直し体制についての課題を含んでいます。

制度に関する情報提供を積極的に行うとともに、１で述べた小地域福祉ネットワークの構

築によって、自治会が保有することとなる情報をもとに、住民支え合いマップの作成、更新

等が可能となるなど、住民主体の取組となるような制度の運用を図るべきです。
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空き家対策について

空き家対策の重要性に鑑み、国においては、平成２５年に「空家等対策の推進に関する

特別措置法」（以下「法」という。）を制定し、平成２６年５月に全面施行しましたが、当

地域協議会においても、防災、衛生、景観等の面から生活環境に深刻な影響を及ぼし、全

国的にも社会問題化している空き家問題について昨年度から研究を行ってきました。

塩田地域全自治会へのアンケート調査に加え、空き家対策に関する条例を県内で先行実

施している自治体を訪問し、条例施行上の問題点を直接聞き取り調査するなどの検討を重

ねる中、地域内の空き家は 331 戸で、全戸数の 5.6％であり、中山間地ほど空き家率が高

くなっていること等が判ってきました。

空き家に対する様々な住民の苦情等に応えるため、空き家の所有者等管理者の把握を行

っている自治会も見受けられますが、個人財産への介入の限界から、把握しているのは３

分の２程度で、近隣住民からは、行政等による管理者への指導の徹底など、様々な要望が

出されているのが現状です。

つきましては、市として国の法整備に対応する計画策定を検討される中、下記事項に配

慮されますよう提言します。

記

１ 法第 14 条に定める「特定空家等に対する措置」について、国の基本指針に沿って、

着実かつ迅速に実施されるよう努められたいこと

特に、特定空き家等管理者が解体等円滑に進められるよう、助成措置を設けるなど、

実効性のある計画とされたい。

２ 空き家等の実態調査及びデータベース化の対象地区について、全市を対象とし、不動

産事業者が所有・管理する物件も対象とされたいこと

３ 自治会など地域住民との情報の共有化を検討されたいこと

４ 情報提供や相談の窓口を一元化するとともに、専任の相談員を設置するなどの対応を

検討されたいこと

５ 協議会の設置に際しては、空き家問題と密接に関わっている自治会の役員の代表も一

員に加えるなどの対応をされるよう配慮されたいこと

６ 空き家等の利活用について、移住希望者への情報提供を積極的に行うとともに、地域

住民が集会施設等コミュニティの場として利用する場合においても助成措置等を検討

されたいこと
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官民一体となった地域振興の取組について

第４期塩田地域協議会が平成２５年度に提出した「地域資源を活用した地域振興の取組につ

いて」の提言を経て、自治連をはじめ塩田地区の主要な団体により組織された実行委員会が取

り組んでいる「塩田平ため池フェスティバル」は、これまで３回の開催を積み重ねてきました。

ため池フェスティバルでは、ため池の多面的機能と価値を再認識するため、講演会、事例発

表、シンポジウム、資料展示、雨乞い行事(百八手)の再現、ため池･札所めぐり、また、長野

大学との連携による、ため池の観光的価値を探るためのモニターツアー、そして、次世代への

ため池文化の継承を図る「ため池探検隊」など幅広く事業が展開されています。

今後、ため池の維持管理による継続性ある農業の振興と、ため池文化を保存・継承していく

ことを地域の役割として認識し、取組のさらなる発展、継続を図っていく必要があると捉えて

います。

以上のことを踏まえ、以下のとおり提言いたします。

記

「全国ため池フォーラム」の誘致や「国際かんがい施設遺産登録」への取組を官民一体と

なった組織で推進すべきこと

これからの地域振興には、国内はもちろん世界に目を向けた対応が必要と考えています。

上田市では、2019 ラグビーワールドカップキャンプ地誘致に加え、大河ドラマ放映をきっか

けに、真田氏関係の史跡、古代の信濃国分寺史跡、中世の塩田平の寺社文化財を含めて「日本

遺産」への登録に取り組むということですが、これと同様に、ため池においては、「全国ため

池フォーラム」の誘致と国際かんがい排水委員会（ICID）主管の「かんがい施設遺産登録」へ

の推進が必要と考えます。

これらを進めるには、国をはじめ県や関係機関への働きかけが必要となるなど、地域活動と

しては自ずと限界があり、大きな課題となっています。

これらの課題を解決するには、市と地域が密接に連携し、市と地域の目的がそれぞれ達成で

きるよう協働して取組むべきと捉え、提言いたします。
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塩田地区自治会連合会が定期総会を開催

さる 3月 6日、塩田地区自治会連合会の平成 28年度定期総会が開催され、新しい役員体制・活

動方針案等が承認されました。

新役員体制は以下のとおりです。よろしくお願いします。

◎会 長 龍 野 藤 人 東塩田地区自治会連合会長 (石神)

○副会長 林 千 尋 中塩田地区自治会連合会長 (五加)

○ 〃 竹 下 通 廣 西塩田地区自治会連合会長 (山田)

○ 〃 伊 藤 準 一 別所温泉地区自治会連合会長 (大湯)

地域内分権の推進へ

塩田地区自治会連合会では、地域内分権のとりくみを推進するためには新たな地域自治組織の

検討・研究が必要と判断し、今年度の定期総会において地域自治組織設立検討委員会を設置する

ことを正式に決定しました。

〈委員構成〉塩田地区自治連役員・顧問及び各団体の推薦委員により構成

(推薦団体)塩田地域協議会、東塩田地区振興会、中塩田地区振興会、西塩田地区振興会、

東塩田地区自治連、中塩田地区自治連、西塩田地区自治連、別所温泉地区自治連

新たな地域自治組織とは

上田市が推進する地域内分権は、

①住民が一定の裁量をもって決定で

きる住民自治の仕組みづくり

(行政のとりくみ)

②住民の主体的な取り組みを促進す

る仕組みづくり

(各地域でのとりくみ)

が柱となっています。

この内②は、単一自治会の枠を超えた一定のまとまりの区域(地区自治連、通学区等)ごとに新

たな地域自治組織をつくり、行政と連携・協力して地域課題の解決や地域の活性化を進めようと

するものです。

すでに丸子地区、川西地区においては 3 月中に新たな地域自治組織の結成が予定されており、

他の地域でも検討が進められています。

今回設置した検討委員会では、塩田地域における様々な課題解決や地域振興のためにどのよう

な組織づくりが適切か多方面の声をお聞きしながら検討を進めていく予定です。ご意見をお寄せ

ください。

地域自治組織設立検討委員会が発足
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